
「たけのつカー＆パーク」利用ルール 

 

第１条（目的） 

本施設は、足立区が実施する「まちづくりプレイヤー発掘・育成事業」の拠点として、地域課

題の解決に寄与する意欲を持つ者の活動を支援し、交流を促進することを目的とする。 

 

第２条（利用方法・承認） 

１ 本施設を利用しようとする者は、本事業の趣旨に賛同し、区と事前面談のうえ、別途定める

「活動計画書」を提出し、区の承認（会員登録）を受けなければならない。なお、事前面談の申

込は、原則利用希望日 2か月前までに、足立区オンライン申請フォームより受付ける。 

区は、前項の申請があった場合、内容が本事業の目的に合致するか審査を行い、適当と認め

た場合に限り利用を承認する。 

２ 承認後に活動内容が変更した場合や活動目的に合致しなくなった場合は、速やかに区へ報告

し、活動計画書を再提出すること。区は再提出した内容を審査し、承認の継続または取り消し

の判断を行う。 

 

第３条（利用者の義務：プレイヤーとしての活動） 

１ 利用者は、単なる実施場所としての利用に留まらず、区が開催する交流事業への参加、または

利用者同士の連携に努めるものとする。 

２ 利用者は、本施設が区の物品であることを認識し、善良な管理者の注意をもってこれを利用

しなければならない。 

３ 利用者は、本施設の現状を変更（修繕、改造、工作物の設置等）しようとするときは、あらか

じめ区の承認を受けなければならない。 

４ 利用者は、物品の保管又は使用中に亡失、損傷その他の事故があったときは、直ちに区に報

告しなければならない。 

 

第４条（利用の対価） 

本事業の趣旨が「まちづくりプレイヤーの発掘・育成」であることに鑑み、利用料は当面の間

無料とする。 

利用者は、前項の規定の対価として、次に掲げる義務を負うものとする。 

(１)区が実施するまちづくり講座やイベントへの協力 

(２)利用者自身のスキルを活かした他の利用者や若者の「やってみたいこと」実現に向けた協力 

(３)本事業の成果発信（SNS等での広報協力）への寄与 

(４)自身の活動ノウハウの共有 

前項の義務が履行されないと区が判断した場合は、利用承認を取り消すことができる。 

 



第５条（利用期間・キャンセル） 

１ １回の利用を 1 枠として取り扱い、1 枠あたりで確保できる利用期間は最大５日間までとす

る。また同一利用者が同時に保有できる予約枠は最大 2 枠とし、すでに２枠を保有している場

合は、いずれかの利用が終了するまで新たな予約の取得はできないものとする。 

２ 承認後、利用者の都合により利用をキャンセルする場合は、速やかに区まで連絡すること。

連絡なしのキャンセル及び無断使用は不適切な利用とみなし、以後の利用制限を行う。 

３ 天災地変、感染症拡大、施設管理上の都合により区が利用を中止した場合において生じた損

害について、区はその責任を一切負わないものとする。  

 

第６条（実費負担の例外） 

利用料は無料とするが、特定の事務機器（複合機等）の使用にかかる実費、またはイベント開

催時の清掃費等について、区が特に必要と認める場合は、その実費を徴収することができる。 

 

第７条（承認の取消し及び中止） 

区は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める時は、利用承認の取り消し及び中止を

命じることができる。 

(１)本事業の目的（プレイヤー発掘・育成）にそぐわない利用実態がある場合。 

(２)他の利用者や地域住民との交流を著しく阻害した場合。 

(３)公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合。 

(４)施設等を汚損し又は破損するおそれがある場合。 

(５)集団的に又は常習的に暴力的な不法行為を行う組織の利益になるおそれがある場合。 

(６)その他施設等の管理運営上支障があると認められる場合。 

(７)承認を受けた権利の第三者への譲渡やトレーラーハウス等の転貸が認められた場合。 

(８)施設管理上の都合、災害、天候その他やむを得ない事由が発生した場合。 

(９)行政上の公用により、当該スペースを優先的に使用する必要が生じた場合。 

(10)利用規約や注意事項を守らない場合は、利用を中止する。なお、利用中止により利用者に損

害が生じた場合、区は一切賠償しない。 

 

第８条（利用の制限） 

区は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める時は、利用を制限することができる。 

(１)申込時の利用目的内容と実際の利用状況が著しく異なる場合。 

(２)申込フォームの記入内容に偽りがあると認められた場合。 

(３)公序良俗に反する恐れがある場合。 

(４)暴力団、暴力的行為、違法な行為を行う恐れのある団体もしくはその関係者、または事業内

容が明確でない団体が主催、共催、後援もしくは協賛をする催事に使用する場合。 

(５)布教活動・宗教活動・政治活動・違法なセールス、悪質な勧誘を目的とした利用の場合。 



(６)ネットワークビジネス、ねずみ講、マルチ商法などにあたる内容であると判断した場合。 

(７)危険物の持込による人身事故、建物・設備・備品等を損傷・滅失するおそれがある場合。 

(８)その他、区が不適切と判断した場合。 

 

第９条（利用者の遵守事項） 

利用者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。 

(１)法令、本規約および運営側の指示に従い、施設を適正に利用するものとする。  

設備・備品等を丁寧に扱い、破損、汚損、紛失・盗難が発生した場合は、直ちに報告するもの

とする。 

(２)他の利用者または近隣住民に迷惑を及ぼす行為を行ってはならない。火気、危険物または臭

気を発する物品の持ち込み、または使用をしてはならないものとする。 

(３)喫煙、暴力行為、威圧的言動及び許可のない飲酒、その他公序良俗に反する行為を行っては 

ならない。 

(４)物品の窃取行為は禁止し、違反が認められた場合は、通報および利用制限を行う。 

(５)利用終了後は原状回復し、清潔な状態で退出するものとする。 

(６)規約違反があった場合、運営側の判断により中止または以後の利用を制限する。 

 

第 10条（安全管理及び防災） 

(１)災害発生時は、運営側の指示に従い速やかに避難および安全確保に努めるものとする。 

(２)急病者、負傷者発生時は、応急措置を行い、直ちに区に報告するものとする。 

(３)利用者は、施設内の衛生および安全確保に努め、清潔な環境を維持するものとする。なお、

調理等の衛生管理を要する行為に関する具体的な事項は、別途定める「【付則１】キッチント

レーラー利用に関する事項」に従うものとする。 

(４)安全設備（消火器、火災報知器等）の位置および使用方法を事前に確認し、非常時には区の

指示に従うものとする。 

(５)火気、電気設備利用時は、指示に従い安全を確保するとともに、使用後は電源および火気を

必ず切るものとする。 

 

第 11条（補足） 

この規約に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項及びキッチントレーラー利用に関す

る事項は、別に定める。 

 

 

   



【付則１】キッチントレーラー利用に関する事項 

 

第１条（目的） 

本付則は、たけのつカー＆パーク内に設置されたキッチントレーラー（以下「本キッチン」と

いう）の利用に関し、衛生、安全および管理上必要な事項を定めることにより、利用者が安心し

て適正に利用できる環境を確保することを目的とする。 

 

第２条（利用対象） 

１ 本キッチンは飲食店営業許可を得ている。 

２ 本キッチンは、調理、販売、ワークショップ、その他これに準ずる活動により、地域におけ

る食文化の交流等を目的として設置されたものである。利用の際は、利用規約内（第２章 利

用対象および利用方法）で定める手続きを経たうえで、事前内覧とヒアリング（用途やメニュ

ー等を確認）を必須とする。 

３ 利用者のうち１名は「食品衛生責任者」の資格を有しており、一連の食品衛生の法律を遵守

して利用することが条件となる。事前に資格を証するものの写しを提出するとともに、当日は

原本を持参し、運営側から提示を求められた場合は速やかにこれに応じなければならない。 

４ 本キッチン内の営業許可に含まれない「菓子製造の許可」を要する行為は禁止とする。ただ

し、菓子製造業許可を有する施設において、製造および個別包装された菓子類を本キッチンに

おいて販売することは可能とする。この場合、食品表示法に基づいた表示等を適切に行わなけ

ればならない。 

 

第３条（利用時間および準備・片付け） 

１ 利用時間は本キッチンの開館時間内とし、他の利用者の支障にならないように、荷物の搬入・

搬出を含め予約時間内で行うこと。 

２ 利用開始前、利用終了後には運営側立会いのもと、設備、備品、衛生状態の確認を行うもの

とする。 

３ 利用者は利用終了時刻までに、使用したすべての調理器具及び設備の洗浄を行い、利用にあ

たり発生した残菜や生ごみ等の持ち帰りを含む原状回復を行わなければならない。なお、運営

側の確認を受けずに入退出した場合は、以後の利用を制限する。 

 

第４条（衛生管理） 

１ 利用前に必ず別途定める「たけのつカー＆パーク安全衛生マニュアル」を確認すること。 

２ 本キッチンでは衛生管理の基準として「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を採用する。

利用者はこの基準に従って区が用意した様式にて記録を作成し、区に提出すること。 

 

 



第５条（食品表示） 

本キッチンの営業許可は区の名義によるものであるため、利用者は調理・販売する食品に関し

て、ラベル等に記載する表示内容を事前に区に提示し、内容について承認を受けなければならな

い。この際、虚偽の申告や誤った表示を行った場合、利用の停止または以後の利用は認めないも

のとする。なお、区は利用者の表示内容に起因して生じた一切の損害について責任を負わない。 

 

第６条（火気および電気の使用） 

設備内の電気調理器具や持ち込みの調理家電を使用する場合は、事前に使用目的および内容を

区に申請し、定格容量を超えない範囲で使用するものとする。使用に際しては、区が認めた器具

および場所に限るものとし、離席時の安全管理等に十分留意しなければならない。 

 

第７条（備品および設備の管理） 

利用者は、備品、什器、調理器具等を丁寧に取り扱い、破損、汚損または紛失があった場合は

直ちに区に報告するものとする。故意または重大な過失により損害を与えた場合は、利用者がそ

の損害を賠償するものとする。 

 

第８条（アレルゲンに関する注意） 

本キッチンは複数の利用者が共有で使用する設備であるため、器具や設備等にアレルゲンが微

量に残留する可能性がある。区は管理に努めるが、これらのアレルゲン物質の完全な除去を保証

するものではない。 

アレルゲン管理に関する責任は、利用者が負うものとし、重篤なアレルギーを有する者、また

はアレルゲンを含む食品を取り扱う者は、自己の責任において十分に注意し、管理を行わなけれ

ばならない。 

 

第９条（禁止事項） 

利用者は、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとする。 

(１)施設の許可を得ずに第三者に利用を転貸、または譲渡する行為 

(２)大量の油煙、臭気、騒音等を発生させる行為 

(３)危険物、可燃物その他安全上支障のある物品の持込み 

(４)衛生管理、火災防止、または施設運営に支障をおよぼす行為 

(５)営業許可の範囲外の食品の提供 

前項に違反した場合は、区は利用を停止し、または以後の利用を認めないことができるもの

とする。 

 

 

 



第 10条（事故および保険） 

利用者は、必要に応じて保険に加入するものとし、調理中または販売中に発生した事故、食中

毒、その他のトラブルについて、自己の責任において対応するものとする。区は、利用者又は第

三者に生じた損害について、区の故意または重過失による場合を除き一切の責任を負わない。ま

た、利用者が本付則、安全衛生マニュアル、その他区が定めるルールに違反したことに対して発

生した損害についても、区は一切責任を負わず、当該利用者の責任および負担によるものとする。 

 

第 11条（点検および運営側の立入） 

区は、安全確保および衛生管理のため、必要に応じて本キッチンに立ち入り、点検ができるも

のとする。この場合、利用者はこれに協力するものとする。また、点検の結果により、利用者に

対し直ちに是正措置を講じるよう求めることができる。利用者は速やかにこれに従わなければな

らない。 

 

第 12条（その他） 

本付則に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合は、本施設の利用ルールおよび区の指

示に従うものとする。 

  



たけのつカー＆パーク キッチン 安全衛生マニュアル 

  

本マニュアルは、足立区（以下、「運営側」という。）が運営するキッチントレーラー（以下、

「本キッチン」という。）を安全かつ衛生的にご利用いただくために必要な事項を定めるものです。 

本マニュアルは、「たけのつカー&パーク 貸出利用ルール」（以下、「利用ルール」という。）に

付随するものであり、本キッチンの利用方法について利用附則を補足するために細部について規

定するものです。 

 

１ 利用前の準備 

本キッチンを利用される方（以下、「利用者」という。）は、利用するにあたり、以下の項目を

確認してください。また、本キッチンの利用者は、別紙①②③の衛生管理計画実施記録に従い

衛生管理に努めてください。これらは本施設の利用後に、後述の別紙④清掃実施記録とともに

運営側へ提出していただきます。 

（１）健康状態の確認 

ア 下痢、嘔吐、発熱、風邪などの症状がある場合は、利用を控えてください。 

イ 手指に傷がある場合は、使い捨て手袋を着用してください。 

（２）服装 

ア 清潔な服装を着用し、髪の毛は結束、または帽子やバンダナ等でまとめてください。 

イ アクセサリー類は外し、爪は短く切りましょう。 

（３）手洗い 

利用前、調理前、生肉や生魚を扱った後、トイレ後、ゴミを触った後などは、必ず石鹸と

流水で 20秒以上かけて丁寧に手を洗ってください。 

（４）食材の管理 

ア 食材は、新鮮で安全なものを使用しましょう。 

イ 冷蔵・冷凍が必要な食材は、適切な温度管理を徹底し、速やかに搬入してください。  

 

２ 調理中の注意 

（１）調理器具の衛生管理 

ア 使用前に、調理器具や食器等は洗剤で洗い、熱湯やアルコールで消毒しましょう。 

イ 生肉や魚介類に使用した調理器具は、他の食材に使用する前に必ず洗浄、消毒をしてくだ

さい。 

ウ 使い捨て手袋は、用途ごとに交換してください。 

（２）食材の加熱 

ア 生肉や魚介類は、中心部まで十分に加熱してください。 

イ 加熱済みの食品は、適切な温度で保管し、速やかに消費するようにしてください。 

（３）交差感染の防止 



ア 器具は用途別に使い分けてください。 

イ 生の食材と加熱済みの食材は別々の場所で保管、調理してください。 

ウ 調理台やシンクは常に清潔な状態を維持してください。 

（４）アレルギー対策 

アレルゲンを含む食材を使用する場合は、他の利用者に配慮し、調理器具や調理台を分け

て使用してください。また、来場者へ食品を提供する際に、アレルギー表示を徹底し、誤食

が起きないよう十分に注意してください。 

（５）火気、電気の取り扱い 

ア 火気や電気器具を使用する際は、取扱説明書をよく読み、安全に注意してください。 

イ 本キッチン利用前に、火災報知器や消火器の場所を確認してください。 

 

３ 利用後の清掃 

使用後の本キッチン内の清掃については、清掃実施記録（別紙④）の内容に従い行ってくだ

さい。また、清掃後に清掃実施記録（別紙④）へのご記入をお願いいたします。 

（１）調理器具、食器の洗浄 

ア 使用した調理器具や食器は洗剤で洗ってください。 

イ 排水溝に食材のかすなどを残さないようご注意ください。 

（２）本施設内の清掃 

ア 調理台やシンクなどは、洗剤とスポンジ等で洗い、アルコール消毒をしてください。 

イ カウンターやテーブル等も布巾で拭き掃除を行い、アルコール消毒をしてください。 

ウ 床にこぼれた食材や調味料はすぐにふき取るようにしてください。 

エ トイレは、専用のブラシを使用し洗剤で洗い、便座塩素系消毒剤を使用して拭き、床など

も布巾で拭き掃除を行ってください。 

（３）ごみの持ち帰り 

ごみは利用者の責任で全て持ち帰るようにしてください。 

（４）忘れ物 

利用者は、忘れ物がないよう確認してお帰りください。 

（５）実施記録の提出 

本施設退出時に衛生管理計画実施記録（別紙①②③）及び清掃実施記録（別紙④）を運営側

に提出してください。 

 

４ 損害賠償責任保険 

利用者は、飲食店向けの損害賠償責任保険に加入することをお勧めします。 

 

 

 



５ 免責事項 

本マニュアルは、本キッチンを利用し安全かつ衛生的に調理を行っていただくための一般的

な情報提供を目的とするものです。本マニュアルに記載された内容に基づき、利用者が行った

行為によって生じたいかなる損害についても運営側は責任を負いません。 

 

６ その他 

（１）食品衛生責任者 

食品衛生責任者は、常に衛生管理に注意し、他の利用者に指導、助言を行いましょう。 

（２）緊急時の対応 

食中毒や火災などの緊急事態が発生した場合は、運営側の指示に従い行動してください。 

（３）マニュアルの遵守 

本マニュアルの内容をよく理解し、遵守してください。質問や不明点がありましたら、運営

者へ遠慮なくお尋ねください。 

（４）関連法規の遵守 

食品衛生法その他の関連法規を遵守し、食中毒予防及び衛生管理に努めてください。 

 

 

 


